
２．　目指すべき環境像の実現に向けて

3．　５つの環境目標に向けた取り組み

①自然を守り育てるまち①自然を守り育てるまち

基本方針

1. 自然環境の保全

2. 環境負荷の小さい農業の推進

3. 自然に親しむ

   ライフスタイルの創出

基本方針

1. 自然環境の保全

2. 環境負荷の小さい農業の推進

3. 自然に親しむ

   ライフスタイルの創出

③資源を有効に利用する循環型のまち③資源を有効に利用する循環型のまち

基本方針

1.３Ｒ※推進のまちづくり

2. 水資源の保全と活用

基本方針

1.３Ｒ※推進のまちづくり

2. 水資源の保全と活用

施策の基本的方向

・ごみの減量化の推進

・ごみの適正処理の推進

・水源地の保全

・安定した水の確保と供給

・新たな水循環の取り組みの促進

施策の基本的方向

・ごみの減量化の推進

・ごみの適正処理の推進

・水源地の保全

・安定した水の確保と供給

・新たな水循環の取り組みの促進

②安全安心で快適なまち②安全安心で快適なまち

基本方針

1. 清流菊川の実現

2. 快適な生活環境の確保

3. 緑豊かな空間の創造

4. 歴史・文化を活かした

   まちづくりの促進

基本方針

1. 清流菊川の実現

2. 快適な生活環境の確保

3. 緑豊かな空間の創造

4. 歴史・文化を活かした

   まちづくりの促進

施策の基本的方向

・生活・工業排水対策の取り組み

・水質浄化への取り組みと啓発

・水辺環境の保全と整備

・環境負荷の小さい交通手段などの利用促進

・健康被害防止の徹底と指導

・動物愛護の啓発

・自然豊かな公園、緑地の確保

・緑のつながるまちの創出

・歴史文化・景観の保全

施策の基本的方向

・生活・工業排水対策の取り組み

・水質浄化への取り組みと啓発

・水辺環境の保全と整備

・環境負荷の小さい交通手段などの利用促進

・健康被害防止の徹底と指導

・動物愛護の啓発

・自然豊かな公園、緑地の確保

・緑のつながるまちの創出

・歴史文化・景観の保全

④地球環境の保全に取り組むまち④地球環境の保全に取り組むまち

基本方針

1. 地球温暖化対策の推進

2. 地球環境を守るくらしの創出

基本方針

1. 地球温暖化対策の推進

2. 地球環境を守るくらしの創出

施策の基本的方向

・地球温暖化防止の取り組みの促進

・新エネルギーの利用促進

・地産地消の促進

・エコビジネスの振興

施策の基本的方向

・地球温暖化防止の取り組みの促進

・新エネルギーの利用促進

・地産地消の促進

・エコビジネスの振興

⑤協働で実践するまち⑤協働で実践するまち

基本方針

1. 環境まちづくり活動の促進

2. 環境意識の高揚　

基本方針

1. 環境まちづくり活動の促進

2. 環境意識の高揚　

施策の基本的方向

・環境保全活動の促進

・環境 NPO などの活動支援

・環境教育・環境学習の推進

・環境情報の発信

・環境に関わる人材の育成

施策の基本的方向

・環境保全活動の促進

・環境 NPO などの活動支援

・環境教育・環境学習の推進

・環境情報の発信

・環境に関わる人材の育成

　目指すべき環境像とは、菊川市がこれからどのような環境を目指して計画を進めていくか
を示す長期的な目標です。菊川市では、豊かな自然、まちの中心を流れる菊川を身近なもの
とし、お茶のまちとしての環境づくりを市、市民、事業者の協働で取り組み、豊かな心とく
らしが生まれる「環境のまち　きくがわ」を次世代につないでいきます。

　目指すべき環境像とは、菊川市がこれからどのような環境を目指して計画を進めていくか
を示す長期的な目標です。菊川市では、豊かな自然、まちの中心を流れる菊川を身近なもの
とし、お茶のまちとしての環境づくりを市、市民、事業者の協働で取り組み、豊かな心とく
らしが生まれる「環境のまち　きくがわ」を次世代につないでいきます。

循環のしくみがあるまち環境負荷の小さいまち

協働のまち

環境のまち きくがわ環境のまち きくがわ

豊かな心とくらしを
　　　次世代につなぐ環境のまち
　　　　　　　　　　　　　きくがわ

・市・市民・事業者による
　協働のまちづくりをつくるまち

・自然の循環、ものの循環
　が活きるまち

・環境への負荷が小さい
　くらしをつくるまち

〈目指すべき環境像〉

　目指すべき環境像の実現に向け、５つの分野での取り組み目標を定めました。
　その目標に向けて、市、市民、事業者の協働により取り組みを進めます。
　目指すべき環境像の実現に向け、５つの分野での取り組み目標を定めました。
　その目標に向けて、市、市民、事業者の協働により取り組みを進めます。

施策の基本的方向

・森林、里山の保全

・動植物の保護・保全

・安全安心な農業の推進

・農地の保全と管理

・自然環境保全活動の促進

施策の基本的方向

・森林、里山の保全

・動植物の保護・保全

・安全安心な農業の推進

・農地の保全と管理

・自然環境保全活動の促進

※３Ｒ（さんあーる）とはリデュース（Reduce：発生抑制）、

　リユース（Reuse: 再使用）、リサイクル（Recycle：再生利

　用）、の３つの頭文字をとったものをいう。




